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寒風山絶景ブランコ設置業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

  寒風山絶景ブランコ設置業務 

 

２ 業務の目的 

 寒風山は、当市を代表する観光資源であるとともに、男鹿市民にとっての貴重な憩

いの場である。 

  大切な資源である寒風山を魅力ある姿で未来につないでいくため、寒風山の魅力を

明確にし、寒風山の将来像とその実現のための方向性を明らかにすることを目的に令

和４年、「魅力ある寒風山ビジョン」を策定した。 

  「魅力ある寒風山ビジョン」実現に向けて、寒風山でしか体験できない仕掛けとし

て、山頂付近に「寒風山絶景ブランコ」を設置する。 

  新たな体験型コンテンツを設置することで、インバウンドを含めた観光客数及び市

内滞在時間の延伸を促進することを目的とする。 

 

３ 委託期間 

  契約締結日から令和７年１０月３１日（金）まで 

 

４ 設置予定場所 

  寒風山山頂駐車場近辺地 （秋田県男鹿市脇本富永寒風山内） 

    ※別紙図面を参照 

 

５ 委託金額 

  上限額３，４１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 

６ 業務内容 

（１）ブランコの設計・製作 

（２）ブランコの設置工事 

（３）安全施設設置工事（安全柵等） 

  

７ ブランコ設置の要件 

（１）ブランコに関する事項 

 ① ブランコは、寒風山からの眺望を堪能でき、観光客の好奇心を刺激し、何度も

遊びに来たくなるようなものとすること。 

  ② ブランコは、設置場所の景観等と調和するものであるとともに、国定公園内に 

設置するため、自然公園法を順守した形状および色彩とすること。 

 ③ 国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂第３版）」に

準拠すること。 

 ④ ブランコは、利用者の安全確保に配慮した設計とすること。 

  ⑤ 屋外に設置することから、当該設置場所に想定される外力に対する強度を確保 

した設計とするとともに、維持管理が容易な構造及び素材とすること。 
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  ⑥ 材質の選定にあたっては、選定理由を明らかにし、企画提案書へ記載すること。 

  ⑦ 本仕様書に記載がない事項及び疑義が生じた場合等、業務の遂行に支障をきた

すおそれがある場合は、市の指示に従うものとする。 

 

（２）工事に関する事項及び一般事項 

① 基礎設置の際に発生する残土は、敷地外の適切な場所に搬出するとともに、良

質土により埋戻すこと。 

② 関係法令等に基づく必要な手続きは受託者にて行い、それらの手続きにかかる

費用も受託者が負担すること。 

③ 下請け業者については、男鹿市内業者の優先使用に配慮すること。 

④ 工事着手にあたっては、周辺環境や利用者の安全へ十分配慮すること。 

 

８ 事業執行監督者の配置 

  本業務全体の統括及び進捗管理を行う責任者を１名配置し、常時業務の進行に支障

がない体制とすること。 

 

９ 提出物 

  受託者は、契約締結後、業務の遂行に当たり、次に掲げる書類等を提出すること。 

（１）事業着手時 

 ① 業務着手届       １部 

 ② 業務責任者届      １部 

③ 経歴書（業務責任者）  １部 

④ その他、市が指示するもの  

（２）事業完了時 

  ① 業務完了報告書     １部 

  ② 竣工写真・図書     １部 

  ③ 構造計算書       １部 

  ④ その他、市が指示するもの 

 

１０ 支払い条件等 

  委託業務を完了し、すべての業務が完了したことを確認後、本事業に係る経費を支

払うものとする。 

 

１１ 関係書類等を含む現地調査の実施 

  適正な業務執行を確保するため、必要に応じ現地調査を実施することがあるので、

関係書類等の適正な整備を行うこと。 

 


